
浜健総第１０１－１号 
令和８年５月１５日 

 
佐藤中町自治会長 様 
 

浜松市長 中 野 祐 介 
 
 

     2026年社会保障・人口問題基本調査 

（第8回全国家庭動向調査）の実施について 

 
 日頃、市政各般につきまして、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

また、2026年国民生活基礎調査の際には多大なる御配慮、御協力をいただき､

重ねてお礼申し上げます。 
さて､国立社会保障・人口問題研究所では､国民生活基礎調査の調査地区内から

無作為に抽出した全国600地区内全ての世帯について本調査を実施します。 
 この調査は、家庭動向を全国規模で把握しうる唯一の大標本調査として、他の

公的統計では捉えることの出来ない出産・子育て、老親の扶養・介護をはじめと

する家庭の諸機能の実態、変化要因を把握し、社会サービス施策の重要性が高ま

るなかで少子高齢化、とりわけ少子化への対応の基本的方向性を示し、厚生労働

行政施策立案の基礎資料を提供することを目的とします。 

  このたび、本年の調査において貴自治会内の国民生活基礎調査実施地区が対象

地区に選ばれ、下記の日程で調査を行うこととなりました。 
 つきましては、本市から任命された調査員が調査対象地区の各世帯を訪問しま

すので、御承知おきくださいますようよろしくお願いいたします。 
 

記 
  １ 調査基準日 
     令和８年７月１日（水） 
 
  ２ 調査の期間 
     ６月中旬から調査員が調査地区の各世帯を訪問し、世帯状況などを確認する

ともに調査票を配布し､７月上旬～下旬にかけて、オンライン・郵送回答、または

調査員により回収します。 

 
  ３ 調査対象地区 
        佐藤二丁目の一部 

    （６月４日実施の国民生活基礎調査〔世帯票〕と同じ地区です。）   
              

  ４ 同封書類  
① 調査の実施要綱 ②調査対象地区地図 ③回覧文書 

 
 

 
 

担当  浜松市保健所保健総務課 
    総務調整グループ 
    担当：大塲、今岡 
    電話：４５３－６１１１ 

市 委 託 

中央区中 

第１７号 
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①調査対象地区地図（参考） 佐藤中町
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2026年社会保障・人口問題基本調査 

対象地区の皆様 

 

 浜松市長 中 野 祐 介 

 

 

2026年社会保障・人口問題基本調査（第８回全国家庭動向調査） 

対象地区のお知らせ及びお願い 

 

 日頃、市政各般につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、2026年国民生活基礎調査の際には多大なる御協力をいただき､重ねて御礼

申し上げます。 

さて、国立社会保障・人口問題研究所では、国民生活基礎調査の調査地区内か

ら無作為に抽出した全国600地区内全ての世帯について本調査を実施します。 

  この調査は、家庭動向を全国規模で把握しうる唯一の大標本調査として、他の

公的統計では捉えることの出来ない出産・子育て、老親の扶養・介護をはじめと

する家庭の諸機能の実態、変化要因を把握し、社会サービス施策の重要性が高ま

るなかで少子高齢化、とりわけ少子化への対応の基本的方向性を示し、厚生労働

行政施策立案の基礎資料を提供することを目的とします。 

 このたび、本年の調査において貴自治会内の国民生活基礎調査実施地区が対象

地区に選ばれ、下記の日程で調査を行うこととなりました。 

  つきましては、調査員が調査対象地区の各世帯を訪問しますので、御理解と御

協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

  １ 調査基準日 

     令和８年７月１日（水） 

 

  ２ 調査の期間 

     ６月中旬から調査員が調査地区の各世帯を訪問し、世帯状況などを確認

するとともに調査票を配布し､７月上旬～下旬にかけて、オンライン・郵送

回答、または調査員により回収します。 

 

  ３ 調査対象地区 

        佐藤二丁目の一部 

    （６月４日実施の国民生活基礎調査〔世帯票〕と同じ地区です。）   

 

 

 

 

担当  浜松市保健所保健総務課 
    総務調整グループ 
    担当：大塲、今岡 
    電話：４５３－６１１１ 

市 委 託 

中央区中 

第１７号 

回 覧 




